
幹　事

〒160‐0012 東京都新宿区西新宿1-26-1 
TEL 03-3349-3820
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第三課

共栄火災海上保険株式会社

【引受損害保険会社】

【取扱代理店】

一般財団法人全国中小企業共済財団（全共済）
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-12　TEL 03-3264-1511

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1 TEL 03-3404-6141

保険始期日は毎月1日です
■本チラシは、一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会を契約者とする事業活動総合保険団体契約の
概要を説明したものです。詳しい内容についてはお問合せ先までご連絡ください。

■「キープtheモータース保険」は、日整連向け事業活動総合保険のペットネームです。

※1 ご加入時は、WEBサイトから申込書類を印刷し、取扱窓口までご提出が必要です。

加入資格 各自動車整備振興会の会員である整備事業者が加入できます。

整備事業者の皆さまを取巻くあらゆるリスクからお守りします！

日整連

キープtheモータース保険
事業活動総合保険

オプション：
地震危険補償特約

2つの補償から1つ
または両方を選択

の補償

動画でも
ご覧いただけます。

の補償

団体
割引

※2 選択する補償によっては他の情報をお伺いします。

の補償

手頃な掛金

　30%適用
 売上高クラスを選ぶのみ※2

簡単加入
所在地問わず

まとめて補償充実補償

WEBで
簡単見積り※１

令和7年1月改定



地震危険補償特約

地震、噴火による火災、
損壊、津波等によって
被る損害を補償します。

オプション補償

事業者名 住 所

電話番号

認証番号 担当者名

資料請求・お問い合わせはお気軽にどうぞ！

（SJ24-08017  2024.09.24）

全共済・振興会は個人情報に関する法律等を遵守し、お客様の個人情報を適正に
取り扱います。また、お客様の個人情報は全共済・振興会が取り扱う引受損害保険
会社の商品・サービスのご案内等に利用させていただく場合があります。

〈取扱代理店〉 一般財団法人全国中小企業共済財団（全共済） TEL.03（3264）1511

貴社のご意向を下記よりお選びいただき、○印をしてFAXでお知らせください。  FAX.03（3239）1978
一度説明を聞きたい 加入したいパンフレットを送ってほしい

■WEB【お問い合わせフォーム】
https://www.zenkyosai.or.jp/shiryou/index.php

■本チラシは、一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会を契約者とする事業活動総合保険団体契約の概要を説明したものです。

大雨による洪水で、
検査機器が水没した。

水災

エンジン（商品）搬入時、重さで
バランスを崩し落下、破損した。

その他の不測かつ
突発的な事故

過負荷（過電流）で
コンプレッサーが壊れた。

電気的・
機械的事故

アクセルとブレーキを踏み違えて、
ヘッドライトテスターが壊れた。

建物外部からの衝突・
飛来や建物内部での
車両の接触など

工場内に泥棒が侵入し、
カーナビ（商品）が盗まれた。

盗難

ぬ
給排水設備に生じた
事故による水濡れ
給水管が破裂し、事務所内の
コピー機やパソコンが
水濡れにより故障した。

ぬ

火災・落雷・破裂・爆発
落雷による過電流で
検査ラインの基板が焼けた。

強風により窓ガラスが割れ、
陳列していた商品が損壊した。

風災・雹災・雪災
ひょう

次の事故によって、貴社所有の設備・什器等（注1）や商品・製品等（注2）に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

（注1）設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。　（注2）商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
※保険の対象の種類・場所によって補償対象となる事故の種類が異なります。

役員・従業員の業務中、通勤途上のケガ等を補償します。
オプションで労災事故発生時に訴えられた場合の損害
賠償金や訴訟費用等も補償可能です。

事故による休業で減少した営業利益(注3）と通常営業時と
変わらず必要になる所定の固定費(注4）を補償します。

(注3)利益減少の影響割合に応じた額をお支払いします。
(注4)人件費、地代・家賃、通信費、光熱費等の「対象経常費」をいいます。

業務中のケガの補償

機械設備等の補償

休業損失の補償

大雨による洪水で検査機器が
水没し、営業を停止した。

事故により電気の供給が
中断し、営業を一部休止した。

※ご加入条件があります。詳しくはパンフレットP5を参照ください。

リフトで上げた自動車が落下し、
従業員が下敷きになり
後遺障害が生じた。

通勤途上で交通事故に遭い、
手術を受けた。

基本補償

貴社が抱えるリスクに合わせて、2つの補償から1つまたは両方をお選びいただきます。


